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平成２５年（フ）第２６４７号
東京都世田谷区上用賀４丁目30`９`101

債務者 菊池ナツ子
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 花吉 直幸
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午後１時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所民事第20部

平成２５年（フ）第２７５１号
千葉県市川市大野町４丁目3018`１`Ｃ`
103

債務者 中根 健次
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 平 英毅
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午後２時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２７７７号
千葉県船橋市新高根４丁目13`16

債務者 山本 昌典
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 太子堂厚子
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午前10時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２４３号
東京都町田市本町田57番地１公社住宅イ943

債務者 田辺恵こと 田邊 恵
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 田中健太郎
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月30日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午前10時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所立川支部民事第４部
平成２５年（フ）第２９号
長野市中曽根2142番地10

債務者 u武さと美

１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 樋川 和広
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月26日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
１日午前10時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年６月24日まで

長野地方裁判所民事部破産係
平成２５年（フ）第２７４１号
東京都清瀬市元町１丁目４`１`601

債務者 塚本 秀士
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 清水 知彦
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
28日午後２時
６ 免責意見申述期間 平成25年６月28日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第４４９号
神奈川県茅ヶ崎市松浪１丁目１番69号 ＦＬ
ＡＴ茅ヶ崎102

債務者 安田 重光
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後４時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 岩田 武司
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月30日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
２日午前10時
６ 免責意見申述期間 平成25年７月１日まで

横浜地方裁判所第３民事部
平成２５年（フ）第５８号
北海道中川郡幕別町旭町110番地の１
債務者 林 愛実
１ 決定年月日時 平成25年３月28日午前10時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 松浦 護
４ 破産債権の届出期間 平成25年６月13日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
11日午後１時40分
６ 免責意見申述期間 平成25年７月４日まで

釧路地方裁判所帯広支部破産係

平成２５年（フ）第２６７６号
東京都杉並区上荻３丁目27`11`701

債務者 黒田 大介
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 増田 直毅
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
４日午前10時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年７月４日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２６７７号
東京都杉並区上荻３丁目27`11`701

債務者 黒田 律子
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 増田 直毅
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
４日午前10時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年７月４日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２８１５号
東京都中野区上鷺宮４丁目５`１`301

債務者 横田 守
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 齋藤 理英
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
４日午前11時
６ 免責意見申述期間 平成25年７月４日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２８２７号
神奈川県横浜市磯子区森１丁目８`５`506

債務者 金澤 充泰
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 澤田 和也
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年７月
４日午前11時
６ 免責意見申述期間 平成25年７月４日まで

東京地方裁判所民事第20部

平成２５年（フ）第２６６７号
東京都板橋区大山東町32`16`310

債務者 藤井 惠介
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 吉野 智
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午後２時
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２７２７号
神奈川県川崎市中原区中丸子798`１`106

債務者 吉田 哲哉
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 太田 孝彦
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午前10時30分
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所民事第20部
平成２５年（フ）第２７４８号
埼玉県川口市長蔵１丁目８`５ エンリッチ
ＦÔ103号
債務者 渡部 勝弘
１ 決定年月日時 平成25年３月27日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 田中 立
４ 破産債権の届出期間 平成25年４月24日まで

５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告・免責審尋の期日 平成25年６月
21日午前10時
６ 免責意見申述期間 平成25年６月21日まで

東京地方裁判所民事第20部
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